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序章 研究の背景および目的 

第 1節 研究の背景 

(1) 成年後見制度および市民後見人の動向 

成年後見制度の利用者数は、2019（令和元）年から 2023（令和 5）年の 5年間、増加傾向

にあり、合計で 249,484 人である。開始原因は、認知症が最も多く全体の約 62.6%を占め、

次いで知的障害が約 9.9%、統合失調症が約 8.8%の順となっている（最高裁判所 2024: 7,13）。 

このような状況のなか、近年においては、資格を持つ成年後見人に加えて、同じ地域に暮

らす住民として寄り添い型の支援を行う市民後見人が登場してきた。市民後見人には明確

な定義はないが、「自治体、NPO 法人等が研修等を通じて養成した一般市民による成年後見

人等」（新井 2006: 6）、「弁護士や司法書士などの資格はもたないものの社会貢献への意欲

や倫理観が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識や技術・態度を身につけた

良質の第三者後見人等の候補者」（日本成年法学会 2007: 11）などと定義されている。 

成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定された 2017（平成 29）年において、市民後見

人養成研修修了者数（累計）は 14,140人であり、このうち受任者数は 1,379人、受任率と

しては 9.8%となっている（最高裁判所家庭局 2017: 1）。その後、6年経った 2023（令和 5）

年の養成者数（累計）は、23,323人となっており、受任者数は 1,904人、受任率 8.2%とな

っており（厚生労働省 2024a: 15）、市民後見人養成研修修了者数は増えているものの、受

任率は低下していることが明らかになった。 

受任率が上昇しない理由として、厚生労働省が 2021（令和 3）年に行った「市民後見人実

態把握調査」によると、市民後見人が担当できる案件自体が少ない、市民後見人に期待され

る役割や責任が過大（死後事務や医療同意を求められる等）である点が挙げられている（厚

生労働省 2022a: 190）。また、現状では、市民後見人の後見業務を支援する社会福祉協議会

等の中核機関が少ないことや、市民後見人として一個人で後見業務を担っていくことへの

不安から、市民後見人養成研修修了者が受任に対して消極的になる場合がある。さらに、家

庭裁判所や本人の親族等からの社会的信頼度が低いこともあって、一個人が市民後見人と

して後見活動をすることは困難な状況となっていること等が指摘されている（宮崎 2017: 

189）。最近では、市民後見人養成研修や、法人後見支援員養成研修の修了者が年々減少する

だけでなく、受講希望者がいない地域もあり（隈本 2020: 203）、市民後見人養成から受任

に至るプロセスには、多くの課題があることが明らかとなっている。 
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(2) 動機・きっかけ 

2年次に地域包括支援センターにおいてソーシャルワーク実習を行った際、多職種が集 

まる事例検討会議に参加した。専門職から見れば、明らかに成年後見人を付けたほうが良い 

と思われる事例に出会った。本人は、成年後見制度（特に財産管理）に対して抵抗感を抱い

ており、導入が進まない状況で半年もの時間が経過し、埒が明かない状態だった。 

会議では、「専門職の成年後見人」を付けることが前提に話が進んだが、なぜ専門職の成 

年後見人に限定されているのか疑問に思った。実習先の地域には、昔から続く地縁が残って

おり、居住者の入れ替わりも少ないため、市民後見人の活用の余地もあるのではないかと感

じた。しかし、実習指導者に尋ねたところ、実習先の自治体では、市民後見人の養成には取

り組んでいるものの、実際に市民後見人を受任している人はいないことが、明らかになった。

そこで、市民後見人養成研修修了者がどのように受任へ繋がるのかについて、卒業研究を通

して考察してみたいと考えた。 

 

 

第 2節 研究の目的 

本論文の目的は、1)文献研究を通して、認知症の人を取り巻く状況と成年後見制度におけ

る市民後見人の現状と課題を整理すること、2)実証研究を通して、市民後見人養成研修修了

者が、市民後見人を受任するまでの中核機関の支援体制および取り組みの実際について把

握すること、3)研究全体を通して、市民後見人養成研修修了者を受任に繋げるために、今後

中核機関に求められる機能・役割のあり方を考察する。 

 上記の研究目的を設定した理由として、成年後見制度の利用者の多くを占める日本の高

齢者の現状を正確に把握した上で、成年後見制度の良し悪しを学び、今後の市民後見人の活

用のあり方を考えていきたいからである。 

 

 

第 3節 研究の方法 

 本研究においては、文献研究および実証研究（中核機関である社会福祉協議会に対するイ

ンタビュー調査）を行う。 

 第 1章では、認知症の人を取り巻く状況（高齢化の進展と認知症の人の増加）と、権利擁

護の仕組みとして、日常生活自立支援事業および、成年後見制度を取り上げる。第 2 章で
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は、市民後見人が登場してきた背景や、市民後見人における先駆的な事例を取り上げる。第

3章では、市民後見人養成研修の実施主体である中核機関（X社会福祉協議会）に対するイ

ンタビュー調査から、市民後見人養成研修修了者が受任に繋がらない要因を明らかにし、今

後中核機関に求められる機能・役割について、調査結果から考察する。終章では、論文全体

の要約と、今後の課題を述べる。 

 本論文では、市民後見人養成研修修了者（以下、「養成研修修了者」とする）。 

 

 

 

第 1章 認知症の人を取り巻く状況と権利擁護における課題 

第 1節 高齢化の進展と認知症の人の増加 

(1) 高齢化の進展 

 坂本（2024: 35）によると、1970（昭和 45）年代から 1980（昭和 55）年代にかけて、日

本はオイルショックによる経済成長の鈍化から、国家財政に占める福祉関連予算も改正を

続けてきた。また、1990（平成 2）年代初頭から、日本は他国とは比較にならないほど、急

速なスピードで高齢化が進展していることがさまざまな調査で明らかになってきた。1956

（昭和 31）年国際連合の報告書「The Aging of Population and its Economic and Social 

Implications(人口の高齢化とその経済的・社会的影響)」によると、老年人口（65 歳以上

人口）比率が 4%未満の国を「若い人口」、4%以上 7%未満を「成熟した人口」、7%以上を「高

齢化した人口」、老年人口比率が 7%を超えてなお比率の増加が見られる社会を高齢化社会

（aging society）、老年人口比率の増加が収まり不変になった社会は高齢社会（aged 

society）と定義づけた（坂本 2024: 35）。 

内閣府（2024a: 2-3）によると、我が国の総人口は、2023（令和 5）年 10月 1日現在、1

億 2,435 万人となっている。65歳以上人口は、3,623万人となり、高齢化率も 29.1%となっ

た。65 歳以上人口を男女別に見ると、男性は 1,571 万人、女性は 2,051 万人で、性比（女

性人口 100 人に対する男性人口）は 76.6 である。65 歳以上人口のうち、「65～74 歳人口」

は 1,615 万人（男性 773 万人、女性 842 万人）で総人口に占める割合は 13.0%となってい

る。また、「75歳以上人口」は 2,008 万人（男性 799万人、女性 1,209万人）で、総人口に

占める割合は 16.1%であり、65～74歳人口を上回っている。我が国の 65歳以上人口は、1959

（昭和 34）年には総人口の 5%に満たなかったが、1970（昭和 45）年に 7%を超え、さらに、



4 

1994（平成 6）年には 14%を超えた（内閣府 2024a: 2-3）。 

2023（令和 5）年版高齢社会白書（2024b: 7）によると、日本は、高齢化率 7%から 14%の

倍加年数が 24 年かかっている。一方ドイツの倍加年数は 40 年、スウェーデンの倍加年数

は 85年、フランスは 115年となっており（内閣府 2024b: 7）、諸外国に比べて高齢化のス

ピードが早いことが判明した。高齢化率の推移を確認したところで、続いて認知症の人の将

来推計を見ていく。 

 

(2) 認知症の人の増加 

 本論文においては、「認知症の人」という表現を用いることとする。その根拠としては、

2023（令和 5）年に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」で「認知症

の人」という表現を用いていること（厚生労働省 2023）、長尾・藤村（2024）、伊東ら（2022）

等の研究論文等においても「認知症の人」という表記が見受けられること、さらに、「認知

症の人」ではなく「認知症高齢者」とするのは若年性認知症の人が含まれない印象があるこ

となどが挙げられる。 

 

① 認知症とは 

 日本神経学会（2017: 1）によると、認知症とは、一度正常に達した認知機能が後天的な

脳の障害によって持続性に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態

を言い、それが意識障害のないときにみられる。国際的に広く用いられている認知症の診断

基準として世界保健機構による ICD-10 や米国精神学会による DSM-Ⅲ-R および DSM-Ⅳ-TR

がある（日本神経学会 2017: 1）。一方、介護保険法によると、認知症とは、「アルツハイマ

ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度

にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう」（介護保険法 第 5条の 2）。 

清重（2021: 21）によると、認知症の症状は、第一に、脳に器質的な損傷が生じる（神経

細胞が壊れる）、第二に、その結果として直接的に現れる「中核症状」、第三に、中核症状に

伴って現れるとされる「周辺症状（心理・行動症状：BPSD Behavioral and Psychological 

Symptoms of Dementia）」という三段階で捉えられている（清重 2021: 21）。 

 

② 認知症の人の推移 

 二宮ら（2014）は、将来の認知症の人の推移を正確に推計するため、福岡県久山町を選定
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した。久山町住民の年齢・職業構成は、調査開始時から現在に至るまで日本の平均レベルに

あり、栄養摂取状況も国民健康・栄養調査の成績とよく一致している。この町においてこれ

までに計 5 回、65 歳以上の全住民を対象とした認知症調査を行った。その結果、わが国の

認知症の人の数は、2025（令和 7）年に約 650-700万人、2040（令和 22）年に約 800-950万

人、2060（令和 42）年に 850-1150万人と時代とともに増加することが予測された（二宮ら 

2014）。 

 

図表 1 認知症の人の将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）二宮利治（2014: 7） 

 

(3) 認知症施策の動向 

認知症施策の最新動向として、2024（令和 6）年 12月 3日に認知症施策推進基本計画が

閣議決定された。認知症施策推進基本計画においては、認知症の人本人の声を尊重し「新 

しい認知症観」（①誰もが認知症になり得ることを前提に、国民一人一人が自分ごととし 

て理解する。②個人としてできること･やりたいことがあり､住み慣れた地域で仲間と共に 

希望を持って自分らしく暮らすことができる。）に基づき施策を推進する。重点目標とし 

て、①国民一人一人が「新しい認知症観」を理解している、②認知症の人の生活において 

その意思等が尊重されている、③認知症の人・家族等が他の人々と支え合いながら地域で 

安心して暮らすことができる、④国民が認知症に関する新たな知見や技術を活用できる、 

の 4点が挙げられている（内閣官房 2024）。 

認知症について数値データを確認したところで、第 2節では判断能力が不十分な人に対
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する権利擁護の仕組みについて見ていく。 

 

 

第 2節 認知症の人に対する権利擁護の仕組みと課題 

(1) 日常生活自立支援事業とは 

① 日常生活自立支援事業の誕生 

社会福祉基礎構造改革が進められる前は、福祉サービスを必要とする人は、行政の権限と 

しての措置によりサービスの利用が決定され、自らサービスを選択することはできなかっ

た（全国社会福祉協議会地域福祉部 2020: 115）。 

福祉サービスの契約化に舵を切った社会福祉基礎構造改革では、福祉サービスの利用契

約を自力で行うことが難しい人々の支援が重視されていた。それは改革の基本的方向とし

て最も重視されている「対等な関係の確立」にとっての「大前提」であった（社会福祉法令

研究会 2001: 34-35）。その対応策のひとつが、1999（平成 11）年に創設された地域福祉権

利擁護事業であり、（野田 2022: 47）都道府県社会福祉協議会を実施主体として、1999（平

成 11）年 10月に予算補助事業化したものである（松原 2001: 39）。2006（平成 18）年 6月

の社会福祉法において「福祉サービス利用援助事業」として社会福祉事業に規定された（松

原 2001: 39）。地域福祉権利擁護事業は、2007（平成 19）年度に日常生活自立支援事業へ

と名称が改められ、現在は、都道府県・指定都市社会福祉協議会が主体となり、実施されて

いる（全国社会福祉協議会地域福祉部 2020: 116）。 

 

② 日常生活自立支援事業の仕組み 

日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会だが、市町村にある社会福 

祉協議会等に委託することができる。日常生活自立支援事業の実施を委託されている市町

村社会福祉協議会を、「基幹的社会福祉協議会」という（永田 2017: 139）。 

本事業の対象者は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分で、

日常生活を送るうえで必要な福祉サービスの利用に関して、自分の判断で適切に決定する

ことが困難な人である。同時に、本事業の契約内容について判断し決定できる能力を有して

いると認められることが必要である。本事業を利用するにあたり、認知症の診断、療育手帳

や精神保健福祉手帳などの所持が要件となることはない（全国社会福祉協議会地域福祉部 

2020: 116-117）。 
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本事業による援助の範囲は、①福祉サービスの利用に関する相談援助、苦情解決制度の利

用援助、日常生活上の消費契約や行政手続きの援助、②預金の払い戻し・解約・預け入れ手

続きなど利用者の日常生活費の管理、③定期的な訪問による見守り、④預貯金通帳など重要

な書類の預かり、である。具体的な援助は、生活支援員と専門員が行う。生活支援員とは、

特定の研修を受けたうえで当該都道府県・指定都市社協から認定を受けた地域住民である。

（全国社会福祉協議会 2008: 57)。一方、専門員は、市区町村社協の職員が担う。専門員

は、生活支援員に対する助言や利用者との事業の契約手続き、生活支援員が行うには責任が

重いと思われるような利用者の行政手続きの援助や相談援助などを行う（全国社会福祉協

議会 2008: 58)。 

なお、利用者は、契約に基づき行われる生活支援員による援助に対して利用料を支払わな

ければならない。具体的な利用料金については、都道府県･指定都市によって異なり、1 回

の援助につき、1,000 円のところ、1,600 円/1 回に加えて 30 分ごとに 400 円加算されると

ころなど様々である（全国社会福祉協議会 2008: 59)。 

 

③ 日常生活自立支援事業における利用者数の推移 

 日常生活自立支援事業における契約件数の年次推移は図表 2 の通りである。日常生活自

立支援事業の利用者数は、2001（平成 13）年から 2016（平成 28）年までは、各年度平均 3,000

～3,500 人の増加が見られた。しかし、2017（平成 29）年以降、契約件数は停滞しており、

2023（令和 5）年時点では、約 56,000 人が日常生活自立支援事業を利用している（全国社

会福祉協議会地域福祉部 全国ボランティア・市民活動振興センター 2023）。 

 

図表 2 日常生活自立支援事業の利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）全国社会福祉協議会地域福祉部 全国ボランティア・市民活動振興センター（2023） 
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④ 日常生活自立支援事業における課題 

 山口（2010: 144）によると、全国社会福祉協議会が毎月公表している「日常生活自立支

援事業実施状況」（以下「月次調査」）によれば、全国的には利用者数が増加傾向にある一方、

都道府県間の利用者数格差が拡大している。人口規模の差異があるため単純に比較はでき

ないものの、実利用者が 100 人に満たない都道府県がある一方、2,000人を越える利用者が

いる地域もあるなど、実利用者数の実数比は 30倍以上、また、人口 10万人あたりの相談援

助件数と実利用者数では 14倍以上の差がある。一方、都道府県内の市町村格差も生じてい

る。1 基幹的社会福祉協議会（以下「基幹的社協」）あたりの利用者が 100 人以上の地域も

あれば、数人しか利用していない基幹的社協もある（山口 2010: 144）。 

また、月次調査によれば、全利用者数の約 34%が生活保護受給者であり、都道府県のなか

には 60%以上が生活保護受給者という地域もある。生活保護受給者の利用料（生活支援員の

報酬に充てられる）は本事業の実務費から支出することとしているために、生活保護受給者

の利用が増えるほど実務費を圧迫する皮肉な構造になっている。日常生活自立支援事業か

ら成年後見制度への移行を検討する場合、「申立人がいない」「申立て費用がない」「後見人

候補者がいない」などの理由で移行できず、そのまま日常生活自立支援事業を継続している

事例もある。市町村行政と協議して市町村長申立てを検討する（成年後見制度利用支援事業

を実施する）などの対応が必要である（山口 2010: 145）。 

日常生活自立支援事業は、成年後見制度とは異なり、本人と社会福祉協議会等が利用契約

を締結して行われるものである。そのため、日常生活自立支援事業の利用者は、判断能力が

不十分であるものの、日常生活自立支援事業の契約内容に関しては判断できる能力をもっ

ていることが必要となる。一方成年後見制度で後見に相当する方については、契約するだけ

の能力があるといえない（久保木 2011: 221-222)。日常生活自立支援事業から成年後見制

度に移行する目安としては、①判断能力が著しく低下してきた、②入院や入所など居所の移

動の必要性が生じ、そのための契約が必要となった等が挙げられる（厚生労働省 2020）。続

いて、日常的な金銭管理の支援に留まらず、財産管理や身上監護等の支援が必要な人々が利

用する成年後見制度を見ていく。 

 

(2) 成年後見制度とは 

① 成年後見制度の誕生 

わが国の成年後見制度は、2000（平成 12）年に大幅に改正され、現代的・合理的な制度に
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改められた。その際、ヨーロッパ諸国における福祉政策の基本理念とされている「自己決定

の尊重」「ノーマライゼーション（障害のある人たちも、他の人たちと同じように、家庭で

も地域でも生活し活動できるような社会を作ること）」等の理念が取り入れられた（小池 

2017: 18）。 

従前の民法では、成年後見制度に該当するものとして、禁治産・準禁治産制度があった。 

禁治産・準禁治産制度は、判断能力が不十分な人の個々の状況に合わせることが難しく、戸

籍に記載されることや、手続きに時間や費用がかかるなどの問題点が指摘され、利用も多く

なかった。しかし、急速な高齢化の進展のなか、介護保険制度をはじめとする福祉サービス

が措置から契約に基づく利用へと移行し、判断能力の状況から契約行為に支援を必要とす

る人への対応が求められるようになったことから、実情に即した利用しやすい制度が必要

となった。現在の成年後見制度は、「民法の一部を改正する法律」「任意後見法」「民法の一

部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」「後見登記法」の成年後見

制度等関連四法として成立し、2000（平成 12）年 4 月から施行された（日本社会福祉士会 

2022: 2）。 

2016（平成 28）年に、成年後見制度利用促進法が施行されたことにより、成年後見制度

利用促進計画（以下、「基本計画」という）が策定された。基本計画では、行政が利用促進

および権利擁護支援のために地域連携ネットワークおよび中核機関を整備すること、成年

後見人等は、地域連携ネットワークと関わり、中核機関の支援を受けることが盛り込まれて

いる（小賀野 2022: 60）。 

成年後見制度導入の背景について、柿本（2009: 24）によると、1つ目は、高齢社会によ

り、特に認知症の高齢者や一人暮らしの高齢者が増大することへの対応である。判断能力が

低下した高齢者は、悪質な訪問販売の被害にあうなど財産管理に不安があり、介護保険制度

などの福祉サービスの利用や支払いも困難になることから、このような人たちを支援する

ための制度として導入された。2つ目は、障害のある人が住み慣れた地域で安心して自立し

た生活を送ることができるように、自立支援のための制度として導入された。3つ目は、フ

ランス（1968 年の「民法典」の改正）、ドイツ（1990年の「成年者世話法」の成立）などの

先進諸国において、高齢者や障害のある人などの自己決定権を尊重する視点から、すでに成

年後見制度がスタートしていたことがその背景として挙げられる（柿本 2009: 24）。 

 

② 成年後見制度の仕組み 
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成年後見制度とは、判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者、知的障害者、精神障害者

等）を保護し、また支援するための制度である。この制度は、自己決定の尊重の理念と本人

の保護の理念との調和を目的として、より柔軟にかつ弾力的で利用しやすい制度をめざし

ている。判断能力の不十分な人は、財産の管理や身上保護（介護サービス利用、施設への入

退所などの生活・療養看護について配慮すること）についての契約、遺産を分割するなどの

法律行為を自分で行うことが困難だと考えられる。また、悪質な商法の被害にあうなどのお

それもあるといえる（新井 2020: 48）。香山（2020: 8-9）によると、成年後見人が行う業

務の中身は、財産管理事務と身上監護事務がある。財産管理事務については、日常的金銭管

理、債務整理、（自己）破産手続等がある。身上監護事務については、施設入所、入院契約

等がある（香山 2020: 8-9）。 

小賀野（2022: 84）によると、わが国の成年後見制度は、大きく、事後的措置である法定

後見制度と事前的措置である任意後見制度に分かれる。法定後見制度は、精神上の障害によ

り、本人の事理弁識能力が不十分となった後に利用される制度（事後的措置）であり、本人

の事理弁識能力の程度に応じ、後見・保佐・補助に分かれる（3類型）。後見人・保佐人・補

助人（以下「成年後見人」とする）は、本人ではなく家庭裁判所により選任され、代理権の

範囲も法定されている（民 9条、13条、17条）。これに対し、任意後見制度とは、本人に十

分な事理弁識能力がある間に、本人が選んだ者（任意後見受任者）との間で、任意後見契約

を締結・登記しておき、精神上の障害により本人の事理弁識能力が不十分な状況になった場

合に、本人、配偶者、四親等以内の親族又は任意後見受任者の請求により、家庭裁判所が任

意後見監督人を選任したときに効力が生ずる制度（事前的措置）をいい、法定後見制度と異

なり、本人が任意後見人および任意後見事務の内容を決定することができる（ただし、任意

後見監督人は家庭裁判所が選任する）。任意後見制度は諸外国の制度と比較すると、監督機

能がある点において優れた制度と評されている（小賀野 2022: 84）。 

 

③ 成年後見制度における利用者数の推移 

 成年後見制度における利用者数の推移は、図表 3の通りである。成年後見制度の利用者と

は、後見開始、保佐開始または補助開始の審判がされ、現に成年後見人等による支援を受け

ている成年被後見人、被保佐人および被補助人ならびに任意後見監督人選任の審判がされ、

現に任意後見契約が効力を生じている本人をいう。2023（令和 5）年時点における、成年後

見制度（成年後見・保佐・補助・任意後見）の利用者数は合計で 249,484人（前年は 245,087
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人）であり、対前年比約 1.8%の増加となっている。成年後見の利用者数は 178,759 人（前

年は 178,316人）であり、対前年比約 0.2%の増加となっている（最高裁判所 2024）。 

 

図表 3 成年後見制度の利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）最高裁判所（2024: 13） 

 

④ 成年後見制度における課題 

 成年後見制度における課題としては、知的障害・精神障害・認知症等の利用対象者の数に

比べ、成年後見制度の利用者数が少なく、保佐・補助および任意後見の利用も低調であるこ

とから、引き続き、成年後見制度の周知を図る必要がある（厚生労働省 2024b: 50）。 

 日本成年後見法学会（2010: 94-98）の調査では、①そもそも成年後見制度利用支援事業

を予算化していない市町村が存在するだけでなく、制度の運用に大きな地域差があること、

②高齢者と障害者が別々の制度であることからくる煩雑さ、③後見報酬が家庭裁判所の専

権事項であることから事後的にしか報酬金額が決定せず、報酬助成に要する正確な予算が

立てられないといった課題が指摘されている（日本成年後見法学会 2010: 94-98）。 

 第 1章では、諸外国に比べ高齢化率 7％から 14％の倍加年数が 24年と短く、高齢化率は

29.1％（内閣府 2024）に達していること、判断能力が不十分な人に対する権利擁護の仕組

みとして、日常生活自立支援事業と、成年後見制度を取り上げた。日常生活自立支援事業で

は、生活保護受給者の利用が増えるほど実務費を圧迫する皮肉な構造となっていることが

課題として挙げられ、成年後見制度では、市町村ごとに制度の運用に大きな地域差があるこ

とが課題として挙げられた。続く第 2章では、本論文の主題である「市民後見人」の誕生、

仕組み、課題等を取り上げる。 
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第 2章 成年後見制度における市民後見人の位置づけ 

第 1節 市民後見人が登場した背景、経緯 

(1) 市民後見人とは 

永田（2017: 178）によると、市民後見人は法律で明確に定義された概念ではない。そも

そも日本の民法は、一定の欠格事由を除いて成年後見人の資格を特に定めていないため、親

族後見人とか専門職後見人、市民後見人といった区別は実務上のものに過ぎず、その職務範

囲や法的責任に違いはない。つまり、いったん成年後見人として家庭裁判所から選任されれ

ば、親族であれ、専門職であれ、市民後見人であれ、果たさなければならない役割は同じで

ある。 

そのことを確認した上で、市民後見人とはいかなる存在であるか、広く合意されている共

通点として 5点を示す（永田 2017: 178）。 

まず、①弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職ではない一般市民であること、②市町

村等が実施する市民後見人養成研修を修了していること、③実際に家庭裁判所から成年後

見人として選任されていること、④後見支援組織（実施組織）の管理・支援下にあること、

⑤社会貢献・ボランタリーな動機に基づく活動であることの 5つが挙げられる。なお、市民

後見人に報酬付与を認めるかどうかは、中核機関（社会福祉協議会）によっても対応が分か

れている（永田 2017: 178）。 

これらをまとめると、市民後見人とは、弁護士、司法書士、社会福祉士等の資格は持たな

いものの、社会貢献意欲が高い一般市民であり、成年後見制度に関する一定の知識や技術・

態度を身に付け、後見支援組織（実施組織）のサポートを受けて、成年被後見人等の権利擁

護活動を行う第三者後見人の一類型と言える（永田 2017: 178）。 

 

(2) 市民後見人が登場した背景 

小池（2017: 27）によると、わが国に市民後見人という概念が登場したのは、2002（平成

14）年から 2003（平成 15）年頃である。2000（平成 12）年の改正において「成年後見の社

会化」という契機が内在していたが、2002（平成 14）～3（平成 15）年頃になって、実務界

および一部の識者から、「市民後見人」の必要性が唱えられるようになった（小池 2017: 27）。 

成年後見制度を社会全体で支えていく「成年後見の社会化」を実現するためには、何より

一般市民が後見人の職務を積極的に担っていくことが必要と考えられるようになった。さ

らに 2005（平成 17）～2006（平成 18）年頃からは、一部の先進的な自治体、社協、NPO法
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人等が、市民後見人の養成研修を開始した（小池 2017: 27）。 

上山（2011: 12）によると、現行制度は、かつての家族頼みの後見制度を脱却して、法人 

後見人を含む第三者後見人を正面から導入する基盤を準備した（上山 2011: 12）。 

しかし、いうまでもなく、専門職後見人候補者の数には限りがある。いわゆる「後見爆発」

（わが国の法定後見に対するニーズが、施設入所者の集団申立てなどを通じて一気に顕在

化し、法定後見の利用件数が爆発的な勢いで急増する現象。2006（平成 18）年度の成年後

見類型の急増にはその兆候がみられる）が現実化した場合を考えると、ニーズに十分見合う

だけの専門職後見人の供給を確保できるかについては、やはり不安が残るところである。市

民後見人は、こうした専門職後見人の供給限界問題を背景として、特に近年、大きな注目を

浴びるようになったのである（大貫 2006: 61-70）。 

坂本によると、関係者からは、公的後見人の発足を待望する声が強くあった。しかし、そ

れに代わる後見人として、市民後見人の養成事業推進が市町村の努力義務として 2011（平

成 23）年 6月法的に定義された。また、2012（平成 24）年 3月 27日 厚労省老健局高齢者

支援課 認知症・虐待防止対策推進室からの事務連絡（市民後見人の育成及び活用に向けた

取組について）が都道府県・指定都市に出された（坂本 2016: 152）。連絡内容は、「今後、

親族等による成年後見の困難な者が増加するものと見込まれ、介護サービス利用契約の支

援などを中心に、成年後見の担い手として市民の役割が強まると考えられることから、市町

村は、市民後見人を育成し、その活用を図ることなどによって権利擁護を推進することとす

る」（厚生労働省 2011）である。 

第 1 節では、「後見爆発」が現実化した場合、専門職後見人の供給限界問題に対処するた

めに市民後見人が登場してきたことが判明した。続く第 2節では、実際に市民後見人養成研

修はどのように行われているのか、その具体的な研修内容を取り上げる。 

 

 

第 2節 市民後見人養成研修の概要 

 市民後見人養成研修は、基礎研修、応用研修・実践研修の 2段階にわたって行われる（カ

リキュラムについては、以下の図表 4を参照）。基礎編は座学のみで行われており、基礎編

および応用編ともに弁護士や司法書士等の専門職ならびに市の担当課職員等が講師となっ

て行われる。また、実務研修では、実際に後見業務を行っている専門職に同行する形で業務

同行や施設実習が行われた後、レポートの作成、その報告会が行われている。なお、申込み
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から基礎編の受講、基礎編から応用編の受講、応用編から実務研修の受講のいずれにおいて

も選抜（順に、申込書に記載された動機、レポート、面接による選抜）が行われている（川

久保 2016: 19）。 

厚生労働省（2012）によると、基礎研修が 1,260分、応用研修・実践研修(体験実習やレ

ポート作成含む)が 1,200分換算されている。養成カリキュラムにおいて、「身上保護」を対

象とした科目を設け、単位を設定している自治体が 45.0%あるのに対し、「意思決定支援」

を対象とした科目を設け、単位を設定している自治体は 22.0%と低くなっており、研修内容

の見直し等が課題となっている（厚生労働省 2022a）。 

 続く第 3節では、実際に養成研修を受講し、市民後見人を受任した人々の現状と課題を述

べる。 
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図表 4 市民後見人養成のための基本カリキュラム 

区分 学習科目 時間 

基礎研修

(1260 分) 

市民後見人概論 3 

対象者理解（高齢者、認知症、障害者） 4.5 

成年後見制度の基礎（概論、法定後見制度、任意後見制

度、市町村責任、地域福祉、権利擁護の理念） 
4 

民法の基礎（家族法、財産法） 2 

制度・法律（介護保険制度、高齢者虐待防止法、障害者虐

待防止法、生活保護制度、健康保険制度、年金制度、税務

申告制度など） 

5.5 

市民後見活動の実際（後見実施機関の実務と市民後見活動

に対するサポート体制 、現役市民後見人の実践報告 ） 
2 

応用研修  

実践研修

(1200 分) 

※補講込み 

対人援助の基礎 2 

体験実習×3（体験実習についての留意点、後見人の後見業

務同行 、施設実習） 
  

家庭裁判所の役割×2（家庭裁判所の実際 、家庭裁判所見

学） 
1.5or6 

成年後見の実務×6（申立手続書類の作成、財産目録の作

成、後見計画・収支予定の作成、報告書の作成 、後見付与

申立の実務、後見事務終了時の手続き／死後事務 ） 

6.5 

課題演習（事例報告と検討 ） 5 

レポート作成×3（志望動機書、体験実習の報告書作成 、

市民後見人像） 
  

補講:当該市町村・地域の現状（介護保険・高齢者施策への

取組状況 、障害者施策への取組状況 、地域福祉への取組

状況、社会資源） 

4 

（出典）厚生労働省（2012）を元に筆者作成。図表の型は（川久保 2016: 19）を参考。 
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第 3節 市民後見人を取り巻く現状と課題 

(1) 市民後見人をめぐる現状 

 篠本（2015: 79）によると、認知症高齢者や障害者の財産権の侵害に対応する手段、資源

として成年後見制度の利用とその実務を担う成年後見人の需要が増している。その需要の

増大に、専門職後見人である弁護士、司法書士、社会福祉士等が対応しきれていないという

事情もあり、成年後見事務の担い手、人材不足への対応として市民後見人を養成する動きが、

市町村を中心とした自治体や大学、NPO法人等において行われている。また、国においても、

市町村を実施主体とした市民後見推進事業を 2011（平成 23）年度より行い、普及啓発、養

成の支援を図っている。しかし、市民後見人の活動実態は、その位置づけや役割の曖昧さに

加え、後見事務の繁雑さや成年被後見人等の身上に起こる過酷な状況から、受任することへ

躊躇という実状もあり、一部の自治体を除き、期待とは裏腹の状況にあるといっても過言で

はない（篠本 2015: 79）。 

隈本（2020: 190）によると、市民後見人を活用する際には、後見関係者らが、市民後見

人、法人後見、専門職後見人等がそれぞれ異なる特徴を有していることを認識したうえで、

「今回の案件は市民後見人が適切である」と候補者を推していくことが必要となる（隈本 

2020: 190）。 

 東京都や大阪市等の都市圏では、比較的早い時期から市民後見人の養成事業が実施され

ており、すでに大勢の市民後見人が誕生している。都市圏以外では、なかなか事業が進まず、

いまだ市民後見人の養成を行っていない地域も数多くある（隈本 2020: 190）。2023（令和

5）年度「成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果」によると、市民後見人等の

養成等の実施有無に関して、令和 5年度に実施している（予定を含む）と回答した市町村は

24.0%、実施していないと回答したのは 76.0%である（厚生労働省 2024c）。事業が進まない

理由としては、予算や職員の確保、実施団体の選定、養成研修のカリキュラムづくり、受講

希望者がいない等、数多くの課題が考えられる。また、以前と比べれば少しは改善されてき

たものの、市民後見人の認知度の低さも、大きな要因の 1 つだと考えられる（隈本 2020: 

190）。 

 

(2) 市民後見人にまつわる課題 

 厚生労働省が 2022（令和 4）年に実施した実態把握調査によると、市民後見人への活動支

援における課題として、①市民後見人への活動支援をする担当職員の業務負担が大きい、②
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市民後見人への活動支援をする担当職員の人材配置が困難、③専門職に相談したり、助言を

受けられる体制の構築が困難、④市民後見人に期待される役割や責任が過大（死後事務や医

療同意を求められる等、⑤市民後見人が担当できる案件自体が少ない、⑥活動に至らない名

簿登録者の活動場所が少ない、⑦活動に至らない名簿登録者のモチベーション維持が難し

い、が挙げられる（厚生労働省 2022a: 210）。 

市民後見人側の課題としては、①市民後見人の高齢化、②市が直接実施のため日常生活自

立支援員など活動する場が提供できない、③市民後見人の個人受任者の担い手の応募がな

い、④市民後見人として選任されている人がいない、が挙げられる（厚生労働省 2022a: 210）。 

支援者側の課題としては、①監督と活動支援を同じ職員が行うため、その区別が難しい、

②市民後見人の能力に差があり、監督や活動支援に時間を割く必要のあるケースは負担が

大きい、③市民後見人の活動を支援する担当職員の増員等が困難、が挙げられる（厚生労働

省 2022a: 210）。 

社会的理解の課題としては、①「市民後見人」の周知が地域で進んでいない、②市民後見

人に対する社会的評価が見られない、が挙げられる（厚生労働省 2022a: 210）。 

 本節では、市民後見人の活動実態は、その位置づけや役割の曖昧さに加え、後見事務の繁

雑さも相まって受任への躊躇が見られること、市民後見人が担当できる案件自体が少なく、

中核機関としては市民後見人の活動を支援する担当職員の増員等が困難であることが明ら

かになった。続く第 4節では、市民後見人や中核機関等が抱える課題を踏まえ、市民後見人

における先駆的な自治体として独自の取り組みを展開している、大阪市、世田谷区、品川区

を挙げる。 

 

 

第 4節 市民後見人における先駆的な事例 

(1) 大阪市社会福祉協議会の取り組み 

① 大阪市の概況 

 大阪市は、大阪府中部に位置し、面積は約 225㎢である（大阪市 2024a）。2024（令和 6）

年時点で、人口は約 280 万人（うち、65 歳以上は約 70 万人）、一般会計予算約 2 兆 167 億

円（令和 6年度）の都市である（大阪市 2024a，2024b，2024c）。大阪市の西側は海に面し

ていて、北と東と南は、他の市と隣り合っている。市の北には「淀川」「神崎川」、南には「大

和川」などの大きな川が流れている。大阪市内には高い山はなく大部分が平らな土地である
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（大阪市 2019）。 

 成年後見制度との関連では、介護保険の要介護（要支援）認定者が約 18万人（令和 6年）

である（大阪市 2024d）。療育手帳所持者は約 3.5万人（令和 5年）、精神障害者保健福祉手

帳所持者は約 4.7 万人（令和 5年）である（大阪市 2024e）。 

 

② 大阪市における市民後見人の始まり 

 大阪市社会福祉協議会は、「大阪市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする

事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活発化により、地域福祉の推進を図ること」

を目的として、1951（昭和 26）年 5月 28日に法人設立された（藤原 2011b: 43）。 

 大阪市は、2006（平成 18）年 2 月に、地域における権利擁護システムの構築と成年後見

制度の利用を促進し、成年後見制度を有効活用するための仕組みづくりの検討を行うため、

「大阪市後見的支援研究会」（以下、「研究会」）を設置した。この研究会と並行して、大阪

市は、2006（平成 18）年度に市民後見人養成講座・基礎講習を実施し、2007（平成 19）年

度から前述の研究会報告を基調として、市民後見人の養成とその活動支援を実施する大阪

市成年後見支援センター事業を開始した（藤原 2011b: 45-46）。 

 

③ 大阪市における市民後見人の特色 

大阪市では、全国でも先駆的に、報酬を前提としない地域活動として、2007（平成 19）年

度より養成を開始し、2024（令和 6）年までに、延べ 330名が市民後見人として活動してい

る（大阪市 2024f）。大阪市における市民後見人は、ボランティア・市民活動であり、活動

経費を除き報酬を前提とした活動ではない。また後見監督人等はつかず、市民後見人単独で

受任している（大阪市成年後見支援センター）。 

 大阪市成年後見支援センターは、月曜日から土曜日（午前 9時～午後 5時）まで開所して

いる。市民後見人が活動で困った際に、日常的な相談に限らず、専門相談を定期的に受けら

れることが大阪市の強みである。具体的には、①初動期打ち合わせ、②1か月目財産目録提

出前、③3か月目､④6か月目の家庭裁判所（以下「家裁」）への報告前、⑤その後半年ごと

の家裁への報告前に専門相談をすることができる。その他の取り組みとして、「大阪市市民

後見人連絡協議会」が特徴的である。2010（平成 22）年度に、交流の場として「市民後見人

の集い」を開催し、市民後見人連絡会が発足した。その後、毎年総会と交流会を開催してき

たが、2014（平成 26）年度に市民後見人が自主的に活動する組織として「大阪市市民後見
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人連絡協議会」を立ち上げた。大阪市市民後見人バンク登録者及び登録者 OB・OGで構成さ

れ、互いの後見活動の向上や成年後見制度・市民後見人の広報啓発等を目的として、啓発講

演会や交流会の開催等、さまざまな活動を行っている（大阪市成年後見支援センター）。 

 

(2) 世田谷区社会福祉協議会の取り組み 

① 世田谷区の概況 

 世田谷区は、東京都区部の南西部にあり、面積は約 58㎢である（世田谷区 2023a）。2024

（令和 6）年時点で、人口約 92万人（うち、65歳以上は約 24万人）、一般会計予算約 3,716

億円（令和 6年度）の都市である（世田谷区 2024a，2024c）。世田谷区は、武蔵野扇状地の

東南端付近に位置している。 区域の多くは台地により占められており、下末吉面に相当す

る荏原台、淀橋台、武蔵野面に相当する目黒台に加え、野川流域や開析谷に狭い範囲で存在

する立川面相当の台地に細分されている（世田谷区 2016）。 

 成年後見制度との関連では、介護保険の要介護（要支援）認定者が約 4万人（令和 6年）

である（世田谷区 2024b）。愛の手帳（療育手帳）所持者は約 4,400 人（令和 5年）である

（世田谷区 2023b）。精神障害者保健福祉手帳所持者が約 6,100人（令和元年）である（世

田谷区 2022）。 

 

② 世田谷区における市民後見人の始まり 

 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会では、2000（平成 12）年度に地域福祉権利擁護事

業を開始した。利用者の認知症の進行にともない、2001（平成 13）年度に法人として、弁護

士との複数後見で初めて成年後見人を受任した。2005（平成 17）年度には、世田谷区が成

年後見制度利用促進基本計画で「成年後見制度の推進」を掲げ、世田谷区成年後見センター

を設置、翌 2006（平成 18）年度に世田谷区事業として第 1回「世田谷区区民成年後見人養

成研修」が開催された（田邉 2013: 40-41）。2007（平成 19）年 7月に、市民後見人の第 1

号が誕生した（田邉 2008: 78）。 

 

③ 世田谷区における市民後見人の特色 

 世田谷区は、第 9期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画のなかで、市民後見

人等受任者数を 2024（令和 6）年度に 61名を目指すことを明らかにした（世田谷区 2024: 

61）。成年後見センターは、月曜日から金曜日（午前 8時 30分～午後 5時 15分）まで開所
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している。世田谷区では、市民後見人を「区民成年後見人」と呼んでいる。研修日数は 11

日間（約 51時間）であり、研修は年に 1回（概ね 6月～10月の期間）開催されている。世

田谷区区民成年後見人養成研修修了者は、面接を経たうえで「世田谷区区民成年後見支援員」

として登録し、成年後見センターが行う普及啓発活動や法人後見活動の補助を行う（世田谷

区社会福祉協議会）。 

 世田谷区の特色は、区民成年後見支援員の専用えみぃサイトの存在である。区民成年後見

支援員同士が、様々な情報を交換する場として「えみぃネットワーク 掲示板」が活用され

ている。他にも、継続研修会や相談員スキルアップ研修、普及啓発支援員研修、区民成年後

見支援員交流会が定期的に開催されている（区民成年後見支援員の専用えみぃサイト）。 

 世田谷区の市民後見人は、家裁に報酬付与の審判を申し立て、報酬付与の審判があれば市

民後見人個人が報酬を受け取っている。この点は、センター内でも議論があったが、報酬と

いう形で市民後見人の活動が認められることに意義があるという意見でまとまったもので

ある（小渕 2011: 75）。 

 

(3) 品川区社会福祉協議会の取り組み 

① 品川区の概況 

 品川区は、東京都区部の南部にあり、面積は約 23㎢である（品川区 2024c）。2024（令和

6）年時点で、人口約 41万人（うち、65歳以上は約 8万人）、一般会計予算約 2,036億円（令

和 6年度）の都市である（品川区 2024c，2024d）。品川区は、東京都の約 1/3を占める武蔵

野台地の東南部の一部と、その東側に位置する低地および埋立地からなっている。武蔵野台

地は 10の台地に分かれているが、品川区は目黒川をはさんで、芝白金台と荏原目黒台に二

分され、さらに立会川によって、一部が目黒台と荏原台に分かれている（品川区 2019）。 

 成年後見制度との関連では、介護保険の要介護（要支援）認定者が約 1.5万人（令和 6年

3月）、愛の手帳（療育手帳）所持者が約 2,200人（令和 6年 4月）である（品川区 2024a）。

精神障害者保健福祉手帳所持者が約 4,400人（令和 5年 3月）である（品川区 2024b）。 

 

② 品川区における市民後見人の始まり 

 齋藤によると、品川区では、2002（平成 14）年 6 月、権利擁護に関する事業を専門的に

担う機関として、品川区社会福祉協議会（以下、「区社協」）に品川成年後見センター（以下、

「後見センター」）を設置した。後見センターでは、判断能力が不十分ですぐに支援を必要
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とする人に対しては、区長申立てを行い、区社協が法人後見として受任していくこととし、

将来に不安を感じている人に対しては、日常生活自立支援事業を発展させた「あんしんサー

ビス」契約と任意後見契約を組み合わせて行うものである（齋藤 2011: 76）。「あんしんサ

ービス」とは、定期的に訪問し、お元気確認を行い、判断能力の低下がみられる場合には、

適切な時期に任意後見制度につなげるものである（品川区社会福祉協議会）。 

品川区および区社協は、2005（平成 17）年度に東京都が実施した社会貢献型後見人養成

事業（その後無くなった）への参加を決定した。また、2006（平成 18）年 3 月から区内で

も独自の市民後見人養成事業を NPO 法人品川市民後見人の会と共催し、市民後見人の養成

と活用に着手した（齋藤 2011: 76-77）。 

2007（平成 19）年 3 月からは、成年後見開始の申立ての意思を有する親族が遠隔地に住

所を有していたり、高齢・疾病等の理由で申立手続きをすることが困難な場合に、当該親族

と区社協との委任契約に基づき、無償で親族申立ての代理を行っている（齋藤 2011: 77）。 

 

③ 品川区における市民後見人の特色 

 品川区の、2021（令和 3）年 5月時点での受任件数は 26件（うち 16件は被後見人の死亡

により後見業務終了）となっている（東京市民後見サポートセンター）。後見センターは、

月曜日から金曜日（午前 9時～午後 5時）まで開所している（品川区社会福祉協議会）。 

後見センターでは、成年後見制度の情報提供と相談、区長申立と一体化した後見実施機関

としての役割を果たしている。その目的の一つとして「後見実施機関と地域後見体制の仕組

みづくり」を掲げている。品川区の特徴は、地域のネットワークを活かしたサービス提供を

していることである。後見センターのサービスを提供するにあたっては、品川区、地域（在

宅介護支援センター、民生委員、特別養護老人ホーム等）、関係団体（弁護士会、リーガル

サポート、社会福祉士会、ライフサポート東京、しんきん成年後見サポート等）と連携した

支援の実践が行われている（厚生労働省 2022b）。 

本節では、各自治体の特徴的な取り組みを把握することができた。大阪市における市民後

見人は、後見監督人等はつかず単独で受任していること、事務局の相談員による相談・支援

体制を月曜日から土曜日まで敷いていることが特徴である。世田谷区における市民後見人

は、区民成年後見人同士が様々な情報交換をするツール（えみぃサイト）が充実しているこ

とが特徴である。品川区では関係団体等との連携・協力体制を敷き、地域のネットワークを

活かしたサービス提供をしていることが特徴である。 
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続く第 5節では、全ての自治体に共通する課題として「市民後見人の受任に繋がらない要

因」について探る。 

 

 

第 5節 市民後見人養成研修者が受任に繋がらない要因 

 厚生労働省（2024b）の調査によると、市民後見人の受任に当たっての課題として、大き

く 7つの課題が指摘されている。 

第一に、「市民後見人の受任が適当であるケースが少ない」(58.4%)ことが挙げられる（厚

生労働省 2024b）。具体的には、本人に暴力性がなく落ち着いており、親族間紛争がない人

であること。財産面は、原則 1,000 万円以下かつ推定相続人の存否が明らかであり（明らか

にする手段があること）、管理が複雑困難な財産を所有していないことである。環境面は、

在宅生活者の場合、福祉サービスの導入が行われ、被後見人等を支える関係機関と見守る体

制等、連携が図れていることである。以上の条件を満たしている場合、市民後見人の受任が

適当であるケースとみなされるのである（厚生労働省 2022a）。 

第二に、「市民後見人本人が受任することに不安を感じている」(48.4%)ことが挙げられる

（厚生労働省 2024b）。市民後見人本人が、安心して後見業務に取り組むことができるよう

に、相談・助言機能、執務管理支援機能を確立することが重要である（上山 2020: 215）。

近年、「支援者を支援する」という二重の支援という理念が有力に主張されている（菅富 

2006: 244-247，251-255）。 

第三に、「養成受講人数が伸び悩んでいる」(29.0%)ことが挙げられる（厚生労働省 2024b）。

具体例として、市民後見人における先駆的な自治体である大阪府の養成受講者数を見る。オ

リエンテーションの受講者は、2017（平成 29）年に 269 名、2018（平成 30）年に 262 名、

2019（平成 31）年に 244 名、2020（令和 2）年に 72 名、2021（令和 3）年はコロナ禍でオ

ンライン動画配信のため不明となっている。基礎講習受講者は、2017（平成 29）年に 55名、

2018（平成 30）年に 50名、2019（平成 31）年に 55名、2020（令和 2）年に 44名、2021（令

和 3）年は 47名となっている。実務講習受講者は、2017（平成 29）年に 40名、2018（平成

30）年に 35 名、2019（平成 31）年に 43 名、2020（令和 2）年に 31 名、2021（令和 3）年

は 40 名となっている（大阪府社会福祉協議会 2022）。以上のデータのように、受講者数は

停滞している。 

第四に、「関係機関や専門職による支援体制が整っていない」(20.7%)ことが挙げられる
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（厚生労働省 2024b）。社会福祉協議会等が、市民後見人や法人後見事業を実施していくう

えで、維持費をどう工面するかという課題がある。後見報酬が見込めない案件も多く、受任

件数にもかかわらず、一定の人件費は定期的に発生する。そのため、社会福祉協議会等にと

って、自治体からの安定・継続した助成金・委託料は、必要不可欠といえる（隈本 2020: 

203）。 

第五に、「市民後見人の研修による知識が十分でない」(20.0%）ことが挙げられる（厚生

労働省 2024b）。養成カリキュラムにおいて、「身上保護」を対象とした科目を設け、単位を

設定している自治体は 45.0%いる。一方、「意思決定支援」を対象とした科目を設け、単位

を設定している自治体は 22.0%しかいないことが課題となっている（厚生労働省 2022a）。 

第六に、「家庭裁判所との協議が進んでいない」(17.3%)ことが挙げられる（厚生労働省 

2024b）。裁判所においてどのような育成がされているか把握できていないのである（隈本 

2020: 203）。 

最後に第七の課題として、その他の課題(16.1%)が挙げられている（厚生労働省 2024b）。 

 第 2章では、成年後見制度における市民後見人の位置づけと題して、市民後見人の誕生の

背景や、養成カリキュラム、市民後見人の先駆的な取り組みについて整理した。続く第 3章

では、第 1 章および第 2 章における文献研究から見えてきた課題、市民後見人の受任に繋

がらない要因について、X社会福祉協議会職員に対するインタビュー調査を通して考察する。 

 

 

 

第 3章 中核機関である X社会福祉協議会職員に対するインタビュー調査 

第 1節 インタビュー調査の概要 

(1) 調査目的 

 中核機関である X社会福祉協議会（市町村社会福祉協議会である、以下「X社協」とする）

に対するインタビュー調査を通して、養成研修修了者を受任に繋げるために、中核機関であ

る社会福祉協議会が行う取り組みの現状と課題を調査することを目的とする。調査前に関

連先行研究を検討した結果、市民後見人養成研修修了後から受任に至るまでの課題に焦点

を当てた論文報告が鮮少であったため、本調査では養成研修修了者が、市民後見人の受任に

繋がらない要因とは何かに焦点を当てる。 
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(2) 対象者および所属機関の概要 

本調査においては、X 社協の市民後見人養成担当職員の方 1 名（A さん）を対象とした。 

A さんの基本属性としては、年齢は 49 歳、社会福祉主事任用資格を所持している。福祉系

大学卒業後、X社協に入職し、生活福祉資金、赤い羽根募金、ハンディキャブ、ボランティ

アセンターでの勤務経験を経て、2011（平成 23）年に成年後見センターに異動し、現在に

至る。 

 X 社協は、2010（平成 22）年に初めての市民後見人が受任して以来、延べ 44 件の受任、

X区内では 74名の区民が X登録後見活動メンバーとして登録され、現在は 12名が活動して

いる。なお、市民後見人が活動する際には、X社協が成年後見監督人に就任し、活動をサポ

ートする。 

 

(3) 倫理的配慮 

 調査を実施する前日に、X社協の市民後見人養成研修を見学した際、インタビュー調査に

向けた調査依頼文書、同意書、研究計画書を担当者に手渡しした。対象者に、あらかじめ調

査項目について確認していただき、法人内で承認を受け、インタビュー実施に至った。 

調査の際には、今回の調査によって得られた情報は、卒業論文執筆の目的以外に利用する

ことはないこと、また個人が特定されないように努める旨を調査依頼文書に記載するとと

もに、口頭においても説明し、同意書に署名を依頼した。 

 

(4) 調査内容および方法 

 調査内容については、市民後見人に関する調査と題して、市民後見人養成研修受講者、修 

了者および市民後見人の受任状況や、中核機関である社会福祉協議会が行う取り組みにつ 

いて、一部永野ら（2019）「市民後見人の育成・支援の現状と課題:Z県成年後見実施機関に 

対する訪問面接調査を踏まえて」を参考に検討した。 

 調査の方法は、あらかじめ軸となる 6つの質問項目を設定し、それに基づいて自由に語っ 

てもらう半構造化インタビューとした。 

具体的な質問項目は、①養成研修を受講・登録後の受任状況、②養成研修から受任に至る

プロセスにおける課題、③上記の状況について中核機関（社会福祉協議会）としてどのよう

に考えているか、④受任希望者への対応、⑤受任者数を増やしていくためにどのような取り

組みをしているか、⑥受任者数を増やしていくために今後どのような取り組みが必要と考
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えるか、とした。 

インタビューは、2024（令和 6）年 10月 31日、X社協会議室にて 60分間にわたって実施

した。対象者および筆者のほかに、指導教員が同席した。インタビュー内容は、調査対象者

の了解を得た上で、スマートフォンのボイスメモ機能を用いて録音した。 

 

(5) 分析方法 

 インタビューにより得られたデータから、逐語録を作成し、佐藤(2008)を参考に、エクセ

ル表を用いて、定性的コーディングによるマトリックス分析を行った。質問項目に沿って整

理し、逐語録の「語り」を意味内容ごとに分け、それぞれにコード化を行った。最後に、コ

ード間の関係性を検討し、カテゴリーを生成した。調査結果の分析においてカテゴリー化を

行うにあたり、永野・小澤（2021）の分析枠組みを参考とした。 

 続く第 2節では、インタビュー調査全体の結果および各カテゴリーの分析結果を述べる。 

 

 

第 2節 インタビュー調査の結果 

(1) インタビュー調査全体の結果 

 X社協の市民後見人養成担当職員 1名（Aさん）へのインタビュー調査によって得られた

データから、130 件のコードが生成され、3段階の分析過程を経て、最終的に上位 3個のカ

テゴリーに集約された。なお、整理番号は、インタビューにおける意味内容ごとの語りの順

番を指している。 

 養成研修修了者を受任に繋げるために、中核機関である社会福祉協議会が行う取り組み

の現状と課題は、3種《市民後見にまつわる基礎知識》《市民後見活動の現状》《市民後見活

動の将来像》の上位カテゴリーと、15種【中核機関の役割】【日常生活自立支援事業につい

て】【被後見人の条件】【市民後見人の条件】【市民後見制度の内訳】【登録後見活動メンバー】

【被後見人の特徴】【申立人の傾向】【養成研修修了後から受任までの流れ】【市民後見人の

受任状況】【市民後見人養成研修受講者の特徴】【養成研修カリキュラムの見直し】【市民後

見人養成研修のあり方】【市民後見人の受任に繋がらない要因】【市民後見人の展望】のサブ

カテゴリー、ならびに 49種のカテゴリーが構成された。 

以下、上位カテゴリーごとに、それぞれを構成するサブカテゴリーの内容分析の結果を述

べる。 
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(2) 各カテゴリーの分析結果 

① 市民後見にまつわる基礎知識 

 《市民後見にまつわる基礎知識》の中核は、【中核機関の役割】【日常生活自立支援事業に

ついて】【被後見人の条件】【市民後見人の条件】【市民後見制度の内訳】【登録後見活動メン

バー】で構成された（図表 5）。 

 【中核機関の役割】の内容は、〈社協の支援体制〉〈市民後見人養成研修のスタンス〉の 2

つのカテゴリーが生成された。社協は「監督人」という立場で、市民後見人の活動を支え、

専門職が担当していたケースを市民後見人に回すといったように、各機関を繋ぐ役割も果

たしていることが明らかになった。 

 【日常生活自立支援事業について】は、〈日常生活自立支援事業の活動内容〉〈日常生活自

立支援事業の活動方針〉〈日常生活自立支援事業の利用者の特徴〉の 3つのカテゴリーが生

成された。生活支援員の活動は主に平日であり、社協との雇用契約を結ぶため、市民後見人

の受任を理由に、生活支援員を辞めることはできないことが明らかになった。 

 【被後見人の条件】は、〈被後見人の身上保護〉〈被後見人の親族間紛争〉〈管理が複雑な

財産〉〈市民後見人の苦悩〉〈被後見人の財産面〉〈推定相続人の存否〉〈被後見人の環境面〉

の 7つのカテゴリーが生成された。市民後見人が受任できるケースとして、被後見人の財産

は 1,000 万円以下であること、財産紛争や遺産分割の問題がないこと、ある程度の福祉サー

ビスが導入されていること等が挙げられた。 

【市民後見人の条件】は、〈市民後見人養成研修のスタンス〉〈市民後見人推薦のガイドラ

イン〉の 2つのカテゴリーが生成された。市民後見人になるためには、同じ区内に住んでい

ることと、単に勉強に留まらずに後見人として活動する意欲のある人が望ましい。 

【市民後見制度の内訳】は、〈市民後見人推薦のガイドライン〉〈市民後見人推薦のガイド

ラインの地域ごとの差異〉の 2つのカテゴリーが生成された。X区のように、区内に高齢者

施設が少ない場合は、住所地特例がよく使われること、市町村によってガイドラインの財産

面は異なることが明らかになった。 

【登録後見活動メンバー】は、〈X後見活動メンバーについて〉〈X後見活動メンバーの状

況〉〈X 後見活動メンバーの活動状況〉の 3 つのカテゴリーが生成された。市民後見人の予

備軍である登録後見活動メンバーの数は非常に多く、その内訳として市民後見人受任経験

者も未受任者も含まれていることが判明した。 
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② 市民後見活動の現状 

《市民後見活動の現状》の中核は、【被後見人の特徴】【申立人の傾向】【養成研修修了後

から受任までの流れ】【市民後見人の受任状況】【市民後見人養成研修受講者の特徴】で構成

された（図表 6）。 

 【被後見人の特徴】は、〈全国的な被後見人の特徴〉〈X 区の被後見人の特徴〉〈養成研修

修了後から受任までの課題〉の 3つのカテゴリーが生成された。全国的な傾向としては、被

後見人は高齢者が大半であり、身寄りのない人や親族と疎遠状態の人も多い。被後見人は複

雑困難なケースであることが多く、なかには暴言暴力のある人もいる。X区は区内に高齢者

施設が少ないため、X区の被後見人は区外に入所していることが多い。被後見人のなかには、

特定の後見人を指名したい人もいることが挙げられた。 

 【申立人の傾向】としては、〈受任時の挙者は施設が大半〉の 1つのカテゴリーが生成さ

れた。市民後見人の担当ケースは区長申立てが多く、その際、施設が挙者となることが多い。 

 【養成研修修了後から受任までの流れ】は、〈生活支援員の活動〉〈家裁から社協へ〉〈研

修会の講義内容〉の 3つのカテゴリーが生成された。市民後見人を受任するには、生活支援

員の活動が必須とされており、家裁から市民後見人のケースについて話が来ると、社協が養

成研修修了者に繋ぐことになっている。研修会では先輩方から経験談を聞く機会もある。 

 【市民後見人の受任状況】は、〈市民後見人の活動状況〉〈市民後見人の受任ケース〉〈市

民後見人の苦悩〉の 3つのカテゴリーが生成された。X区では、2010（平成 22）年から 2024

（令和 6）年 7 月までに、延べ 42 件受任をしている。年間の平均的な受任は 3～4 件であ

り、コロナ禍の 2020（令和 2）年上半期の受任数は少なかった。受任ケースは区長申立てか

つ高齢の方が多く、死後事務まで市民後見人が担うケースが多いことが明らかになった。 

 【市民後見人養成研修受講者の特徴】は、〈市民後見人の受任年齢〉〈市民後見人養成研修

受講者の福祉活動の有無〉〈市民後見人養成研修受講者の男女比〉〈市民後見人養成研修受講

者の考え〉〈養成研修の受講者数の推移〉〈養成研修の理想の受講者数〉〈養成研修修了後か

ら受任までの課題〉〈市民後見人養成研修受講者の傾向〉の 8つのカテゴリーが生成された。

市民後見人、市民後見人養成研修受講者の多くは 50～60代である。養成研修受講者は女性

が多く、福祉活動の有無は半々である。受講者のなかには、市民後見人を受任すると一定の

収入があると考える人もいるが、実際、ほとんど収入はない。養成研修受講者は初年度(平

成 22 年)の 20 名が最も多く、現在は 10 名程度である。養成研修修了後から受任までの課

題として、もう少し自己研鑽をしてから受任をしたいという養成研修修了者の思いがある。 
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③ 市民後見活動の将来像 

 《市民後見活動の将来像》の中核は、【養成研修カリキュラムの見直し】【市民後見人養成 

研修のあり方】【市民後見人の受任に繋がらない要因】【市民後見人の展望】で構成された（図 

表 7）。 

 【養成研修カリキュラムの見直し】は、〈意思決定支援の講師の適任者〉〈意思決定支援を 

研修に盛り込む難しさ〉の 2つのカテゴリーが生成された。近年注目されている「本人の意 

思決定支援」を学ぶ機会をどのように作っていくのか、社会福祉協議会は悩んでいる。過去 

に医者や社会福祉士を呼んで話してもらったことはあるが、試行錯誤の途中である。本人の 

希望を叶えるためには、サービスを利用するたびにお金がかかるので、独居高齢者のように 

金銭的に余裕のない人は、叶えられることが限られてしまうという現実が明らかになった。 

 【市民後見人養成研修のあり方】は、〈市民後見人養成の歴史的な流れ〉〈市民後見人養成 

研修の内容〉〈市民後見人受任までの道のり〉〈市民後見人養成研修における意思決定支援の 

カリキュラム〉の 4 つのカテゴリーが生成された。2010（平成 22）年から 2013（平成 25） 

年までは、都道府県単位で養成研修を行っていたが、2014（平成 26）年から各市町村で、市 

民後見人養成研修受講者を公募することになった。養成基礎研修は 6 日間で 25 時間あり、 

研修修了後は、登録選考試験を経て面接を受ける。選考を突破し、メンバー登録から受任ま 

では最低でも 1年かかる。市民後見人の一番大切にしたいことは、対象者に寄り添った支援 

だが、意思決定支援に特化したカリキュラムがないことが、現在の課題として挙げられた。 

 【市民後見人の受任に繋がらない要因】は、〈養成研修参加へのハードル〉〈養成研修修了 

後から受任までの課題〉〈市民後見人の責任の重さ〉の 3つのカテゴリーが生成された。第 

一に、社会福祉協議会の開館時間（平日）に合わせて、養成研修が行われるため、フルタイ 

ムで働く人は参加しづらいことが挙げられる。また、研修修了後から 1年間は市民後見人を 

受任できない。この空白期間に、養成研修修了者の状況が変わったり、生活支援員として活 

動するなかで自信を無くしたり、そもそも市民後見人が担当できるケースが家庭裁判所か 

ら来ない等の理由が重なり、市民後見人の受任に繋がらないという事態になっている。 

 【市民後見人の展望】は、〈市民後見人への移行ケース〉〈家庭裁判所の市民後見人に対す 

る期待〉〈市民後見人の受任者数を増やすために今後必要な取り組み〉の 3つのカテゴリー 

が生成された。中核機関に留まらず、家庭裁判所も市民後見人の担当ケースを増やしていき 

たいという思いがある。市民後見人の受任の理想形としては、日常生活自立支援事業の支援 

員をやっていた方が、そのまま市民後見人を受任することである。 
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第 3節 考察 

 インタビュー調査を経て、主に 3つの課題があることが判明した。 

第一に、幅広い層からの養成研修参加者の獲得という課題である。X社協では、主に 60代 

の人々が養成研修を受講しており、養成研修の参加者に幅を持たせることが大きな課題と

なっている。具体的には、仕事を持つ若い世代や、土日休みで働く人々、さらには福祉分野

以外で働く人々等を取り込みづらいことが要因として挙げられる。X社協における養成研修

の参加者に幅を持たせるためには、養成研修の日程を、平日に限定せず、少なくとも、土曜・

休日・夜間を含めて実施することや、オンライン受講等の可能性について検討する必要があ

ると考える。2010（平成 22）年に始まった市民後見人養成研修は、受講人数が年々減少傾

向（2010年は 20 名、2024年は 9名）にあることから、より多くの人に市民後見人について

周知するとともに、参加のきっかけを掴むためにも、養成研修の柔軟な実施形態について検

討する必要がある。 

第二に、報酬面における課題である。Aさんの語りにもあったように、市民後見人養成研

修を受講する人々のなかには、一定の収入を期待している人がいるのも事実である。インタ

ビュー日の前日に見学した市民後見人養成研修においても、同様の声が受講者から挙がっ

ていた。この点に関して、X社協や世田谷区のように、「家裁に報酬付与の審判を申し立て、

報酬付与の審判があれば市民後見人個人が報酬を受け取る」のか、大阪市のように「市民後

見人は、ボランティア・市民活動であり、活動経費を除き報酬を前提とした活動ではない」

と明記するのか、文献研究およびインタビュー調査の結果から、「報酬の位置づけ」が非常

に難しいと感じた。 

市民後見人養成研修の申し込みの段階では、多くの人が市民後見人を受任する姿を想像

し、研修に臨むと考えられる。しかし、研修修了後の 1 年間に、実地研修の位置づけとし

て、日常生活自立支援事業の生活支援員等の経験を積むなかで、あえて報酬がほとんどない

市民後見人を受任する理由が分からなくなる人が出てくるのではないかと考えた。市民後

見人に多くの報酬を付与すれば良いという単純な話ではないが、いずれにしても、養成研修

修了者にとって、報酬の有無は、受任に対する意向に大きく影響していると推測した。 

第三に、養成研修から受任に至るプロセスにおける課題である。具体的には、①市民後見 

人に推薦できるケースが限られていること、②養成研修修了後の 1年間に、養成研修修了者

の状況が変わる、③生活支援員等の活動経験を積み重ねるなかで自信を無くす、④市民後見

人の活動が平日の昼間であることがネックとなり、家庭裁判所から担当可能ケースがきて
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も受任できない、⑤養成研修修了者でも市民後見人として不適任な場合があり、依頼できな

い等が挙げられた。 

関連先行調査（厚生労働省 2022a: 210）では、市民後見人に推薦できるケース（本人に

暴力性がなく、親族間紛争がない。在宅生活者の場合、福祉サービスの導入が行われている

こと等。）が限られていることが、市民後見人の受任に繋がらない理由の多くを占めていた。 

しかし、本調査において、市民後見人の受任に繋がらない新たな 3つの理由を見出すこと

ができた。第一に、養成研修修了後の過渡期のスケジュールの組み方において、研修会の回

数が少なく、市民後見人の活動現場を見る機会が少ないことである。X区のように年 4回の

定期的な研修に加えて、世田谷区のような相談員スキルアップ研修や普及啓発支援員研修

といった独自の研修を展開する必要がある。研修会の内容の幅を広げ、開催数を増やすこと

で、養成研修修了後のモチベーション維持を図ることができる。第二に、市民後見人は生活

支援員のように契約関係ではないため、一度受任したらやめられないことが、市民後見人の

受任に繋がらない理由の 1 つとして挙げられた。そして第三に、市民後見人を受任した場

合、被後見人の緊急事態に備えてすぐに駆け付けられるためにも、昼間の日中に身動きがと

れる必要がある。そのため、必然的に定年退職後に養成研修を受講・市民後見人を受任する

ケースが多いことが理解できた。 

以上のことを踏まえた上で、今後、受任者数を増やしていくためには、Aさんの話からも 

分かるように、「日常生活自立支援事業の生活支援員をやっていた人が、そのまま同じ利用

者の市民後見人になる」という形が理想であると考える。本人との信頼関係構築のためにも、

長い時間をかけて関わり続けることは、市民後見人および被後見人の相互にとって重要で

あり、被後見人の意思を最大限に尊重した支援に繋がるのではないだろうか。 

インタビュー調査を実施するまでは、受任者数を増やすための方策を第一に考えていた

が、その前段階として、生活支援員としての活動を通して「市民後見人を受任してみよう」

と思えるような社会福祉協議会の支援体制が必要であることが分かった。一例を挙げると、

養成研修修了後の 1年間に、生活支援員としての活動と並行して、市民後見人の業務を身近

に感じ、理解を深める機会（実際に受任している市民後見人との交流の機会を設ける等）を

増やしていくことが重要であると考える。 

第 3章におけるインタビュー調査の結果を踏まえたうえで、続く終章では、本論文全体の

考察および結論を述べる。 
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終章 考察および結論 

第 1節 要約・考察 

本論文では、市民後見人養成研修修了者が受任に繋がらない現状に注目し、文献研究を通

して、認知症の人を取り巻く状況と市民後見人における現状および課題を整理した。さらに、

市民後見人を受任するまでの中核機関の支援体制および取り組みの実際について、文献研

究から把握するだけでなく、社会福祉協議会職員に対するインタビュー調査を通して、今後

中核機関に求められる機能・役割のあり方を考察した。各章の要約は、以下の通りである。 

第 1章では、日本の高齢化率および認知症の人の推移、権利擁護事業について述べた。わ

が国では現在、高齢者数が 3,623 万人、高齢化率が 29.1%（内閣府 2024）に達し、2025（令

和 7）年には認知症の人は約 700 万人（二宮ら 2014）まで増加する。日常生活自立支援事

業は、本人と利用援助契約を結ぶため、利用者がいつでも契約を辞めることができるが、生

活保護受給者の利用が増えるほど実務費を圧迫してしまうことが課題である。成年後見制

度は、利用者数が少なく、制度の運用（報酬金額の設定等）に大きな地域差があることが課

題として挙げられている。 

第 2章では、市民後見人における現状と課題を整理した。日本で市民後見人という概念が

登場したのは、2002（平成 14）年～2003（平成 15）年頃である。後見人等の新たな社会資

源（篠本 2015: 79）として期待される市民後見人だが、市民後見人が担当できる案件自体

が少ない、活動に至らない名簿登録者の活動場所が少ない、活動に至らない名簿登録者のモ

チベーション維持が難しい（厚生労働省 2022a: 210）等の理由で、実際に活動している市

民後見人は極めて少ない。このような現状がありながらも、市民後見人の養成に積極的に取

り組む大阪市、世田谷区、品川区の事例を 3つ挙げた。 

大阪市における市民後見人は、後見監督人等はつかず単独で受任していること、事務局の

相談員による相談・支援体制を月曜日から土曜日まで敷いていることが特徴である。世田谷

区における市民後見人は、区民成年後見人同士が様々な情報交換をするツール（えみぃサイ

ト）が充実していることが特徴である。品川区では関係団体等との連携・協力体制を敷き、

地域のネットワークを活かしたサービス提供をしていることが特徴である。 

第 3 章では、中核機関である X 社協の職員に対するインタビュー調査の結果を踏まえ、

市民後見人の受任に繋げるために中核機関に求められる役割について考察した。受任に繋

がらない要因として、市民後見人として受任できるケースが限られており、養成研修修了後

に養成研修修了者の状況が変わること、市民後見人の活動が平日であること、養成研修修了



41 

者でも市民後見人として不適任な場合があること等が明らかとなった。 

 市民後見人の受任に繋がらない課題として、①養成研修修了後の過渡期のスケジュール

の組み方、②市民後見人は生活支援員のように契約関係ではないため、一度受任すると原則

として辞退することができないこと、③市民後見人を受任した場合、被後見人の緊急事態に

備えてすぐに駆け付けられるためにも、昼間の日中に身動きがとれる必要があることが挙

げられた。 

 以上、文献研究と実証研究での学びを簡潔にまとめた。続く第 2 節では、本論文を踏ま

え、結論および今後の課題を述べる。 

 

 

第 2節 結論・今後の課題 

本研究の結論として、今後、養成研修修了者を確実に受任へ繋げるためには、今後、中核

機関に求められる役割として、①養成研修のあり方を見直し、土曜・休日・夜間等を含めた

日程の検討、②研修受講者の生活スタイルを踏まえ、オンライン研修等も含め、柔軟性に富

んだ形で研修を実施すること、③養成研修修了から受任までの過渡期における支援として、

研修会を充実させることや、後見業務の理解を深めるための業務体験、受任経験者との交流

会等の実施をすることである。以上を踏まえ、④日常生活自立支援事業の生活支援員として

活動をしていた人が継続的に市民後見人受任へ繋がるように支援体制を整えていくことが、

求められると考える。 

しかしながら、本研究の限界として、インタビュー対象者が 1名と限られていたこと、ま

た調査対象が 1 つの法人に留まっていたことから、養成研修修了者が受任に繋がらない要

因に関して得られた調査結果を比較検討することができず、代表性が低い結果となった。ま

た、市民後見人を養成する側の立場である社会福祉協議会に焦点を当ててインタビュー調

査を行ったため、市民後見人修了者本人に対するインタビュー調査は行っておらず、市民後

見人を受任することに対して、本人が抱えるジレンマや葛藤などを、十分に把握することが

できなかったことは、本調査の限界である。 

 今後は、市民後見人養成研修を実施している社会福祉協議会への広範な調査が必要であ

るとともに、市民後見人本人に対するインタビュー調査も実施することで、幅広い視点から、

受任に繋がらない要因を明らかにし、その改善策を検討していくことが求められる。 

本研究に取り組むまでは、市民後見人に推薦できるケースの基準が厳しく、そもそも件数
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が少ないことに注視していたが、文献研究やインタビュー調査を通して、養成研修受講者に

よって市民後見人に対する意識に温度差があるのではないかと感じた。2025（令和 7）年に

団塊の世代が後期高齢者となり、さらに 2040（令和 22）年に高齢者の割合が過去最高を迎

える日本において、市民後見人の需要が今後さらに高まるなかで、中核機関の支援体制と養

成研修のあり方について、引き続き考え続けていきたい。 
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別紙：調査依頼文書 

 

令和 6年 10月 30日 

社会福祉法人 X社会福祉協議会 

○○○○ ○○ ○○ 様 

明治学院大学 社会学部 社会福祉学科 

研究実施者  加藤  詩 

                               担当教員  藤井 佳子 

 

卒業論文への調査協力について(依頼) 

 

拝啓 

 秋冷の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は、本学の研究・教育活 

動にご理解ご協力をいただき、心より御礼申し上げます。  

さて、別紙にも示します通り、本学社会学部・社会福祉学科 4年生の加藤詩につきまし 

て、現在、本学教員藤井佳子の指導のもと、「市民後見人の活躍の場に関する考察：市民後

見人養成研修修了者を受任に繋げるために」をテーマに卒業研究論文に取り組んでおりま

す。  

つきましては、貴法人成年後見センターご所属の○○○○様に、「市民後見人養成研修の 

実状と受任に繋げるまでの課題」に関してインタビュー調査にご協力頂きたく、何卒よろし

くお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

〈連絡先〉  

明治学院大学 社会学部 社会福祉学科  

4年生 加藤詩  

 

担当教員 藤井佳子  
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別紙：同意書 

 

同意書 

 

研究論文名： 市民後見人の活躍の場に関する考察 

～市民後見人養成研修修了者を受任に繋げるために～ 

 

私は、別紙の研究計画書をもとに研究実施者から以下の説明を受け、理解しましたので調 

査に回答者として参加することに同意します。 

 

説明事項 

□１．インタビュー回答者のプライバシーについては、十分配慮いたします。 

□２．インタビューにより得られたデータにつきましては、厳重に保存いたします。 

□３．本研究に参加することに同意いただいた後でも、いつでも撤回が可能です。 

□４．このインタビューにより得られた情報は、回答者が特定されないかたちで記載いたし 

ます。 

□５．このインタビューは、研究以外の目的で使用しません。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

                  研究協力者署名：                

 

 

明治学院大学 社会学部 社会福祉学科 4年 

 

研究実施者署名：                
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別紙：研究計画書 

 

2024年 10月 30日 

 

研究計画書 

 

明治学院大学 社会学部 社会福祉学科 

研究実施者 加藤  詩 

担当教員   藤井 佳子 

 

1. 卒業論文タイトル 

主題：市民後見人の活躍の場に関する考察 

副題：市民後見人養成研修修了者を受任に繋げるために 

 

2. 研究の背景 

〈成年後見制度および市民後見人の動向〉 

成年後見制度の利用者数は、2019（令和元）年から 2023（令和 5）年の 5年間、増加傾向 

にあり、合計で 249,484 人である。開始原因は、認知症が最も多く全体の約 62.6%を占め、

次いで知的障害が約 9.9%、統合失調症が約 8.8%の順となっている（最高裁判所 2024: 7,13）。 

このような状況のなか、近年においては、資格を持つ成年後見人に加えて、同じ地域に暮 

らす住民として寄り添い型の支援を行う市民後見人が登場してきた。市民後見人には明確

な定義はないが、「自治体、NPO 法人等が研修等を通じて養成した一般市民による成年後見

人等（新井 2006: 6）」、「弁護士や司法書士などの資格はもたないものの社会貢献への意欲

や倫理観が高い一般市民の中から、成年後見に関する一定の知識や技術・態度を身につけた

良質の第三者後見人等の候補者（日本成年法学会 2007: 11）」などと定義されている。 

成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定された 2017（平成 29）年における市民後見人 

養成者数（累計）は、14,140人であり、このうち受任者数は 1,379人、受任率としては 9.8%

となっている（最高裁判所家庭局 2017: 1）。その後、6年経った 2023（令和 5）年の養成

者数（累計）は、23,323人となっており、受任者数は 1,904人、受任率 8.2%となっている

（厚生労働省 2024: 15）。 
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受任数が増えない理由として、厚生労働省が 2021（令和 3）年に行った「市民後見人実態 

把握調査」によると、市民後見人が担当できる案件自体が少ない、市民後見人に期待される

役割や責任が過大（死後事務や医療同意を求められる等）である点が挙げられている（厚生

労働省 2022: 190）。また、現状では、市民後見人の後見業務を支援する社会福祉協議会等

の中核機関も少ないことや、市民後見人として一個人で後見業務を担っていくことへの不

安から研修修了者が受任に対して消極的になる場合がある。さらに、家庭裁判所や本人の親

族等からの社会的信頼度が低いこともあって、一個人が市民後見人として後見活動をする

ことは困難な状況となっていること等が指摘されている（宮崎 2017: 189）。最近では、市

民後見人養成研修や、法人後見支援員養成研修の受講者が年々減少するだけでなく、受講希

望者がいない地域もあり（隈本 2020: 203）、市民後見人養成から受任に至るプロセスには、

多くの課題があることが明らかとなっている。 

 

〈動機・きっかけ〉 

2年次に地域包括支援センターにおいてソーシャルワーク実習を行った際、多職種が集ま

る事例検討会議に参加した。専門職から見れば、明らかに成年後見人を付けたほうが良いと

思われる Aさんの事例に出会った。ご本人は成年後見制度（特に財産管理）に対して抵抗感

を抱いており、導入が進まない状況で半年もの時間が経過し、埒が明かない状態だった。 

 会議では、「専門職の成年後見人」を付けることが前提に話が進んだ。なぜ専門職の成年 

後見人に限定されているのか疑問に思った。2年次の実習先の地域には、昔から続く地縁が 

残っており、居住者の入れ替わりも少ないため、市民後見人の活用の余地もあるのではない 

かと感じた。実習先の自治体では、市民後見人の養成には取り組んでいるものの、実際に市 

民後見人を受任している人はほとんどいなかった。そこで、市民後見人養成研修修了者がど 

のように受任へ繋がるのかについて、卒業研究を通して考察してみたいと考えた。 

 

3. 研究目的 

①文献研究を通して、認知症の人を取り巻く状況と、成年後見制度における市民後見人の現 

状と課題を整理する。 

②実証研究を通して、市民後見人養成研修修了者が、市民後見人を受任するまでの中核機関 

の支援体制および取り組みの実際について把握する。 

③研究全体を通して、市民後見人養成研修修了者が受任に繋がらない現状を考察し、今後中 
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核機関に求められる機能・役割のあり方を考察する。 

 

4. 研究方法 

(1)文献研究 

 

(2)実証研究：中核機関である社会福祉協議会に対するインタビュー調査 

①調査目的 

・市民後見人養成研修受講者、修了者および市民後見人の受任状況を把握する。 

・市民後見人養成研修修了者を受任に繋げるために、中核機関である社会福祉協議会が行う 

取り組みの現状と課題を把握する。 

②対象者：X社会福祉協議会 市民後見人養成担当職員 1名 

③データ収集方法：インタビュー調査（半構造化インタビュー） 

  

〈質問の内容〉（永野叙子・小澤温 2019: 63-68参考） 

1.養成研修を受講・登録後の受任状況 

2.養成研修から受任に至るプロセスにおける課題 

3.上記の状況について中核機関（社会福祉協議会）としてどのように考えているか 

4.受任希望者への対応 

5.受任者数を増やしていくためにどのような取り組みをしているか 

6.受任者数を増やしていくために今後どのような取り組みが必要と考えるか 

 

④分析方法 

・定性的コーディングによるマトリックス分析（佐藤: 2008） 

⑤倫理的配慮 

プライバシーおよび人権擁護の配慮として、匿名での調査を行うとともに、インタビュー 

調査の音声録音データは厳重に管理します。個人が特定されないよう配慮し、本論文内では、 

「B さん/X社会福祉協議会」といった形で記載いたします。  

収集したデータと分析結果については、学内における卒業研究、学会報告等で発表します 

が、調査対象者の不利益にならないよう努めます。また、データ等は 2025（令和 7）年 3月

31日まで保存し、その後破棄いたします。  
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この研究に参加しないことで不利益を受けることは一切ございません。また、同意してい 

ただいた場合でも、いつでも同意を撤回することができます。何かご不明な点や質問がござ

いましたら、連絡先までご連絡ください。研究実施者が回答いたします。 

 

5. 卒業論文における章構成 

序 章 研究の背景および目的 

 第 1節 研究の背景 

 第 2節 研究の目的 

 第 3節 研究の方法 

 

第 1章 認知症の人を取り巻く状況と権利擁護における課題 

第 1節 高齢化の進展と認知症の人の増加 

第 2節 認知症の人に対する権利擁護の仕組みと課題 

 

第 2章 成年後見制度における市民後見人の位置づけ 

第１節 市民後見人が登場した背景、経緯 

第 2節 市民後見人養成研修の概要 

第 3節 市民後見人を取り巻く現状と課題 

第 4節 市民後見人における先駆的な事例 

 第 5節 市民後見人の受任に繋がらない要因 

 

第 3章 中核機関である X社会福祉協議会職員に対するインタビュー調査 

第 1節 インタビュー調査の概要 

第 2節 インタビュー調査の結果 

第 3節 考察 

 

終 章 考察および結論 

 第 1節 要約・考察 

 第 2節 結論・今後の課題 
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